
学生宿舎やアパートでは、一人暮らしを始めたばかりの皆さんを狙い、多くの訪問販売業者などがやってきます。
以下は筑波大生の実際の事例です。
・「本日かぎりの特別料金」と言われミネラルウォーターとサーバーのセットを買わされた。
・「筑波大生が良く使う教材です」と言われ高額な教材を買わされた。
・「消火器は持っていないと法律違反ですよ」と言われ消火器を買わされた。
・「電気自由化になりましたので、検針票を見せてください」と言われ、割高な電力会社に乗り換えさせられそ

うになった。

「今だけ」、「特別に」、「限定」など 、お得感を持たせる場合が多いです。断れない人と判断されてしまうと、
契約するまでしつこく勧誘してきます。
不安を誘う手口として、「あなた以外はみんな持っていますよ」、「これがないと大変ですよ」などがあります。

毎年、新入生が入学してくる時期にはサークルの勧誘活動などに紛れ、就職活動の時期には就職活動
で悩む学生をターゲットに、うまい話や都合のいい話など、甘い言葉を使った悪質な訪問販売や外部の各
種団体などからの勧誘が多くなり、その被害も一向に減りません。
※安易に自分の氏名や連絡先（LINE や SNS のアカウントを含む）を教えないように注意してください。

過去の事例では · · ·

ーに誘われ、行く気は無かったがいつも親切にされているので断わりづらく参加してみたところ宗教に関する内
容だったという事例もあります。

と

正体を隠した悪質なカルト団体は、新入生をターゲットに、一見カルト団体と分からないような巧妙な
手口で勧誘を行ってきます。「わたしはそんな変なことにだまされるはずがない」と思っている人ほど要注
意です。

なお、大学構内で文書等を配布するには大学の許可が必要であるため、許可を受けているか確認してください。
アンケートはどういう団体が、どのような目的で取っているのかを確認してから答えるのが常識です。

カルト団体はすべてそうとは限りませんが、何も分からないうちに取り込むためにやさしく声をかけてきます。以
下のような例はマインドコントロールの第一歩になりますので十分注意しましょう。

「優しく誘われ『勉強会は面白そうですね』と相づちをうったので、断るわけにはいかない。」
「何度も誘われ『行けたら行く』と約束したから行かないとまずい。」

何かと親切にされて、いちご狩りに行こう、サッカーをしようと誘われて参加したが、本当の団体の名称や目的
は後で知らされた。

「君しかわからない話だから、友人や家族には話さないように」と言われたりした。

「勉強会に行くくらいならいいか」、「行って怪しいと思えば帰ればいいし。」
安易に行ってしまうと、抜け出せなくなる可能性が高くなりますので、はっきりと断ることが大切です。

「意識が高い」「あなたは特別だ」等とほめられたら、注意しましょう。

総合相談窓口（P.5）でも相談できます。
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大学生を狙った詐欺や悪質な商法による被害が増加しています。様々な悪質業者等があなたを狙ってい
ることを忘れずに、適切な判断をもって不必要なものは断る勇気を持ちましょう。
※特に、成年年齢の引き下げにより、18 歳、19 歳になったばかりの方を狙う詐欺等に注意しましょう。

モノなしマルチ商法

実在する企業名や公的機関等を騙って、実際には利用していない有料情報サービスの利用料
や債権などを請求する文書を電子メールやはがき等で送りつけ、送金を要求する行為です。
そういった身に覚えのない請求に対しては、以下のことを心がけてください。
・心当たりのないメール（SMS 等）や、ハガキに書かれているアドレス・電話番号に安易に

返信・連絡をしない。

※不安を感じた場合には、相手に連絡したり料金を支払う前に、消費生活センター等に相談
してください。

街頭で「アンケートに答えて」、「キャンペーンを行っています」などと声をかけ、販売目的で
あることを告げずに営業所や喫茶店に誘い、商品やサービスの契約をさせる方法です。
ネズミ算式に人を勧誘し、その紹介料により利益が得られるシステムです。必ず儲かるという
保証はありません。また、あなたが嘘をついて友人や知人を勧誘することは犯罪です。
投資や仮想通貨、「成功した投資家の投資手法」の情報が入った USBメモリなど、実際に「モ
ノ」を購入させるわけではなく、目に見えない暗号資産（通貨）や投資の儲け話を提供する
ことで、お金を払わせる方法です。
電話で「今なら受講するだけで○○士の資格が取れる」、「近く必ず国家資格になるので、就
職に有利になる」などと言って、資格取得教材等の申し込みを執拗に迫ります。
曖昧な返事（「結構です。」など）をすると、一方的に契約したことにされてしまう商法です。また、
忘れたころに再勧誘を受けるなどの二次被害に繋がるケースもあります。

「必要はありません」とはっきり断る態度が必要です。

※特に、リボ払いに注意！！
毎月の返済額が変わらないため、借金をしているという意識が薄れ、返済総額が分かりにくく、利息の多さが
実感できなくなる。

「消費者金融」は、ATM などが駅前にあり、すぐにカードが作れて、誰でも簡単にキャッシングできる（融資を
受けられる）ようになっています。

請求されても利用した覚えがなければ現金を振り込まない。

突然電話がかかってきて、あなた自身や警察官、弁護士などを装い、あなたの家族を信じこ
ませて、現金を振り込ませる行為です。
帰省先には、定期的に連絡する習慣をつけ、緊急時のために大学（対応エリア支援室学生
支援担当または学生生活課）の連絡先を伝えておきましょう。
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訪問販売等一定の取引について、消費者（皆さん）が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定
の期間内であれば、無理由・無条件で契約を解除できる制度です。特に、悪質な商法により不本意な契
約をした場合は、特定商取引法のクーリング・オフ制度を活用しましょう。

特定継続的役務提供（5万円を超えるエステティックサービス・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パ
ソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約）

H P  http://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/
kankyo/shohi/1000980.html

H P  http://www.caa.go.jp/policies/policy/
local_cooperation/local_consumer_
administration/hotline/

※クレジット契約の場合は、販売会社と同時にクレ
　ジット会社にも通知の必要あり。

①つくば市消費生活センター

②消費者ホットライン

③国民生活センター

25


	【納品】セーフティライフ2022_web 25
	【納品】セーフティライフ2022_web 26
	【納品】セーフティライフ2022_web 28
	【納品】セーフティライフ2022_web 29

